
2

●百貨店、スーパーマーケット、小売市場、卸売市場、
ガソリンスタンドなど
　正しい計量取引を行う事により適正な価格設定が
　でき消費者保護に繋がるため。

●物流業
　適正な運送価格や運送の安全、過積載を防止するため。

●病院
　身体の正確な情報を得るため。

●製造業
　高品質で安全な製品を作るため。

●特定計量器の検査が行える計量士（国家資格）が
いること。

　全国で約３万３千件の事業所が指定を受けています。
（経済産業省計量行政室調べ）

特集 適正計量管理事業所って
ご存じですか？

発行日
発行所

令和7年9月25日

〒162-0837 東京都新宿区納戸町25-1
TEL.03-3268-4920（代表）

No.68
最優秀
作品賞

信頼に 技術で応える 計量管理
兵庫県  脇本 健治 さん

わきもとけんじ

優秀
作品賞

安全と信頼は 正しい計量の 積み重ね

優秀
作品賞

変わる世に 確かな計量 変わらぬ信頼

優秀
作品賞

モノ作り 支える品質 確かな計測

募集から入選作品決定までのスケジュール

計量啓発標語
〈令和6年度の最優秀作品賞及び優秀作品賞〉

最優秀
作品賞

金魚のすずしいすみかさがし

優秀
作品賞

お風呂の不思ぎを測ってみた

優秀
作品賞

よく飛ぶ紙飛行機の羽の大きさの研究

北森
俊行賞
（令和6年度
 限定）

防災マップ いのちをまもるため
みんなをまもるためにはかる

何でもはかってみようコンテスト
〈令和 6年度の最優秀作品賞、優秀作品賞及び北森俊行賞〉

●計量啓発標語とは
多くの方々に正確な計量への意識を高めていただくことを目的に、計量啓発標語の募集を毎年
実施しています。24年目にあたる昨年（令和6年度）は、全国から950点の応募がありました。

●何でもはかってみようコンテストとは
小学生が、学校や家庭生活の中の身近なものについて、「はかることの楽しさ・大切さ」を実践する機会
を提供して、小学生の理科教育及び考える学習の推進を図ることを目的に、何でもはかってみようコンテ
ストの募集を毎年実施しています。20年目にあたる令和6年度は、全国から12点の応募がありました。

6月中旬…

9月初旬…
10月中旬…

11月1日…

地方計量行政機関、計量関係団体、企業、及び（一社）日本計量振興協会HPを通じ
て作品を募集します。
応募を締め切ります。
「計量記念日実行委員会」及び「何でもはかってみようコンテスト審査委員会」において、
厳正に審査し、入選作品を決定します。
計量記念日全国大会において、最優秀作品賞、優秀作品賞及び北森俊行賞を発表・表彰します。

大阪府  太田 祐紀 さん
おおた ゆき

福井県  石川 正樹 さん
いしかわまさき

三重県 小学２年 佐藤 紬葵 さん
さとう つむぎ

大阪府 小学３年 吉川 楓馬 さん
きっかわふうま

優秀
作品賞

乾物を戻したらどのくらい増える？
大阪府 小学６年 山本 和輝 さん

やまもとかずき

香川県 小学３年 鎌田 小希帆 さん
かまだ おきほ

兵庫県 小学４年 橋詰 佳晟 さん
はしづめかいせい

のひろば計量

滋賀県  石畝 秀高 さん
いしくろひでたか
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適正計量管理事業所の指定を受ける
には～適正計量管理事業所の要件

百貨店の対面販売

血圧計（アネロイド型） 工場の製造ライン
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計量士によるはかりの検査

（著者） 大阪計量士会 会長 髙橋夏樹
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●従業員の意識向上
　従業員の計量管理意識を向上させることで、理解と
　責任感が高まります。

●消費者からの信頼確保
　計量結果の信頼度が向上し、正しい計量販売や高
　品質で安全な製品は消費者からの信頼を得ること
　ができます。こうした取り組みは、消費者にとっても
　「安心して選べる商品やサービス」につながります。

〈参考〉適正計量管理事業所制度（METI/経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/tech
no_infra/13_gaiyou_tekiseikeiryoukanri.html

※1 特定計量器とは
取引や証明に用いられる計量器は正確性が求められます。計量法では、一定の技術
基準を満たした計量器を「特定計量器」として定めています。特定計量器を取引証明
に使用する場合、検定（計量法の基準に適合しているかの検査）が義務付けられて
います。とくに、質量計（はかり）については２年に１回の定期的な検査が必要です。

※2 計量士とは
国家資格です。計量器の検査を含む計量管理を職務とします。なお、計量士は大きく
二つに分けられます。●環境計量士（濃度計、騒音計など環境測定に使われる特定計
量器を検査できる。）●一般計量士（環境計量器以外の特定計量器を検査できる。）

※3 基準器とは
特定計量器を検査するための基準になるもので、国、都道府県、日本電気計器検
定所が検査を行い、合格したものには成績書が付けられます。（例）「はかり」の検
査に使う基準分銅など。

　適正計量管理事業所での日々の計量管理への取
り組みが、社会からの信頼につながり、より良い社会
づくりへの一歩となります。
　ぜひこの機会に、ご自身の身の回りに「適正計量
管理事業所」の標識（マーク）が掲示されている場所
があるか、ちょっと気にしてみてください。
　この制度は、私たちの暮らしを知らず知らずのうちに
支えてくれているしくみです。きっと「はかる」ことの大切
さを、ふだんの生活の中でも自然と感じられるはずです。

`

●定期検査の免除
　取引や証明に使用する「はかり」は行政機関が実施す 
　る定期検査を受検する義務がありますが、計量士が検
　査をすることにより、その検査が免除されます。

●簡易修理の実施
　特定の簡易修理は事業所自身で実施できます。

●標識（マーク）の掲示
　適正計量管理事業所である旨の標識を掲げ
　ることで、外部に計量管理が計量法の基準
　に適合しているとアピールできます。

●自動はかりの検定周期が延長
　自動はかりの検定周期が一般の事業所では２年間です
　が、６年間になります。

●特定計量器の検査に必要な基準（基準器）を持って
いること。

●特定計量器の検査や管理するための規程を作成し、
その規程を守ること。

●特定計量器の検査や内容量検査を定期的に行うこと。

●従業員に適正計量に関する指導を行うこと。

　このような体制が整っていることで、事業所は計量管理
の水準が高いと認められ、指定を受けることができます。

　「適正計量管理事業所」という言葉、あまり聞いたこ
とのない名称ですね。実は、私たちの暮らしにとても
身近な制度です。
　まず、「計量」とは、重さや、長さ等を計ることを言い
ます。この計量（はかること）を管理するしくみが「計量
管理」です。つまり、常に正しく計るためにいろいろな
工夫をすることです。
　「適正計量管理事業所」とは、常に正しく計るためにい
ろいろな工夫が正しく行われている事業所のことです。
　スーパーで量り売りの商品を買うときやガソリンを給
油するときなど、日常の場面でも「正しくはかること」は
かかせません。
　計量法という法律では、正しい計量販売や品質の良
い安全な製品を作るためなど、事業所自らが自主的に
計量管理を進めることを目的に、都道府県が適正計量
管理事業所の指定を行う制度が定められています。
　それでは、どんなところが指定を受け、どんなメリッ
トがあるのでしょうか。

　特定計量器 を使用する業務で正確な計量が求めら
れる事業所が対象です。

適正な計量管理が信頼につながる
～適正計量管理事業所のメリット

公正な取引と安全な暮らしを
支えるしくみ

どんなところが指定されているの？

適正計量管理事業所ってなあに？

※1

※3

て き せ い け い り ょ う

か ん り   じ ぎ ょ う し ょ
適正計量
管理事業所
ってご存じ
ですか？

特
集

適正計量管理
事業所の標識


